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＊A,Bについては特許権取得のための費用(個人用）２頁をご参照ください。

【審査請求時】

＊A～Cについては特許権取得のための費用(個人用）３頁をご参照ください。

【中間処理時】（意見書及び手続補正書を提出）　　

＊Bについては特許権取得のための費用(個人用）４頁をご参照ください。

【特許料納付時】

＊A～Kについては特許権取得のための費用(個人用）９頁をご参照ください。

特許権取得のためのトータルの費用(個人用）

(具体例）　請求項が３項からなる書類で特許出願した後、出願審査請求をし、拒絶理由通知
を受け、拒絶理由通知に対して意見書、手続補正書を提出、その後特許査定となったため、
第１年～第３年分の特許料を一時に納付する場合。３年分の特許料納付をしないと特許権
が設定されません。

【特許出願時】

トータルのご請求額：①＋②＋③＋④＝５８０，０００円

非課税対象額(出願料）＝１４，０００円(Ａ)
課税対象額(手数料）＝２００，０００円(Ｂ)

非課税対象額(審査請求料）＝１３８，０００円（Ａ)＋４，０００円（Ｂ)×３＝１５０，０００円
課税対象額（手数料）＝７，０００円（Ｃ)

課税対象額（手数料）＝１００，０００円（Ｂ)

非課税対象額(特許料）＝{４，３００円（Ａ)＋３００円（Ｂ)×３}×３＝１５，６００円
課税対象額（成功謝金＋手数料）＝５０，０００円（Ｊ)＋７，０００円（Ｋ)＝５７，０００円

ご請求額＝１４，０００円＋２００，０００円×（１＋０．１）＝２３４，０００円   ①

　　ご請求額＝１５０，０００円＋７，０００円×（１＋０．１）＝１５７，７００円　　②

ご請求額＝１００，０００円×（１＋０．１）＝１１０，０００円　　③

　ご請求額＝８，１００円＋５７，０００円×（１＋０．１）＝７８，３００円　　　④
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松嶋知的財産事務所 －2－

単　価 備　考

１４，０００円
弊所が立て替えて特許庁に納
付します。税金はかかりませ
ん。

２００，０００円
弊所にお支払いいただく手数
料です。消費税がかかります。

書類作成・提出手数料Ｂ

特許権取得のための費用(個人用)

　【特許出願時】

　特許庁に提出する書類は、願書、特許請求の範囲、明細書、要約書又は図面です。

Ａ

特別手数料をご請求しない場合
　具体例：

　書類作成・提出手数料は、特許請求の範囲の請求項の数、明細書の枚数及び図面の枚数
にかかわらず、一律です。ただし、極めて複雑な発明で書類作成に手間ひまがかかる場合
は特別手数料（１０，０００円～５０，０００円）をご請求いたす場合があります。また、受任日か
ら出願日までの日数が３～５営業日以内の場合、特急出願割増料として１０，０００円～５０，
０００円いただきます。

　　　　　非課税対象額Ａ＝１４，０００円
　　　　　課税対象額Ｂ＝２００，０００円

ご請求額＝Ａ＋Ｂ×（１＋消費税率（０．１））＝２３４，０００円

請求項目

出願料

ご請求額：２３４，０００円
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松嶋知的財産事務所 －3－

単　価 備　考
Ａ 基本料 １３８，０００円

Ｂ
特許請求の範囲の請
求項の１項当たりの額

４，０００円

７，０００円
弊所にお支払いいただく手数
料です。消費税がかかります。

　早期審査をご希望の場合、特許庁に提出する早期審査の事情説明書の作成・提出手数料
は、７，０００円(税別)です。

　なお、所得の少ない個人又は一定の個人事業主の場合、出願審査請求料が減免される制
度があります。

　【出願審査請求時】(特許出願と同時又は特許出願から３年以内)

　　　　　課税対象額Ｃ＝７，０００円

Ｃ

　具体例：

ご請求額＝Ｄ＋Ｃ×(１＋消費税率(０．１)）＝１５７，７００円

請求項目

出願審査請求
料

弊所が立て替えて特許庁に納
付します。税金はかかりませ
ん。

特許権取得のための費用(個人用)

　請求項が３項の場合

　　　　　非課税対象額Ｄ＝Ａ＋Ｂ×３＝１５０，０００円

ご請求額：１５７，７００円

書類作成・提出手数料

　特許庁に提出する書類は、出願審査請求書です。

Ｄ
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松嶋知的財産事務所 －4－

単　価 備　考

出願審査請求
料

補正により増加した請
求項の１項当たりの額

４，０００円
弊所が立て替えて特許庁に納
付します。税金はかかりませ
ん。

Ｂ １００，０００円
Ｃ ２０，０００円

請求項目

弊所にお支払いいただく手数
料です。消費税がかかります。

Ｄ

　具体例２：
　補正により請求項が２項増加し、意見書、手続補正書を提出するが、面接審査は行わない
場合（Ｃは含まれません。）

　なお、所得の少ない個人又は一定の個人事業主の場合、補正により追加した請求項の１
項当たりの出願審査請求料が減免される制度があります。

　　　　　課税対象額Ｄ＝Ｂ＝１００，０００円

　　　　　課税対象額Ｄ＝Ｂ＋Ｃ＝１２０，０００円

　特許庁に提出する書類は、意見書、手続補正書のいずれか又は両方です。

Ａ

ご請求額＝Ｄ×(１＋消費税率(０．１))＝１１０，０００円
ご請求額：１１０，０００円

審査官との面接審査手数料

　補正により請求項が増加せず、意見書、手続補正書を提出するが、面接審査は行わない
場合（ＡとＣは含まれません。）

　【中間処理１】(審査官の審査結果である拒絶理由通知がされてから６０日以内)

　具体例１：

書類作成・提出手数料

ご請求額＝Ａ＋Ｄ×(１＋消費税率(０．１))＝１１８，０００円

　補正により請求項は増加せず、意見書、手続補正書を提出し、面接審査も行う場合（Ａは
含まれません。）

ご請求額：１１８，０００円

　具体例３：

ご請求額＝Ｄ×(１＋消費税率(０．１))＝１３２，０００円
ご請求額：１３２，０００円

　　　　　非課税対象額Ａ＝４，０００円×２＝８，０００円

　　　　　課税対象額Ｄ＝Ｂ＝１００，０００円

特許権取得のための費用(個人用)
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松嶋知的財産事務所 －5－

単　価 備　考
Ａ 基本料 ４９，５００円

Ｂ
特許請求の範囲の請
求項の１項当たりの額

５，５００円

Ｃ １００，０００円
Ｄ ２０，０００円

　なお、拒絶査定不服審判請求後に、審判官より拒絶理由通知がされた場合には、上記【中
間処理１】の手続と同様の手続となります。

　具体例：
　請求項が３項であり、手続補正書の提出とともに拒絶査定不服審判請求をした場合

書類作成・提出手数料
審判官との面接審査手数料

弊所にお支払いいただく手数
料です。消費税がかかります。

特許権取得のための費用(個人用)

　【中間処理２】(審査官の最終審査結果である拒絶査定がされてから３月以内)

審判請求料
弊所が立て替えて特許庁に納
付します。税金はかかりませ
ん。

　特許庁に提出する書類は、拒絶査定不服審判請求書又は、拒絶査定不服審判請求書及
び手続補正書です。

ご請求額＝Ｅ＋Ｆ×(１＋消費税率(０．１))＝１７６，０００円

ご請求額：１７６，０００円

　　　　　非課税対象額Ｅ＝Ａ＋Ｂ×３＝６６，０００円

(補正により請求項が増加せず、面接審査も行わないことを想定していますので、ＤはＦに含
まれていません。)

請求項目

Ｅ

Ｆ

　　　　　課税対象額Ｆ＝Ｃ＝１００，０００円
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単　価 備　考
Ａ 出願料 基本料 １４，０００円
Ｂ 基本料 １３８，０００円

Ｃ
特許請求の範囲の請
求項の１項当たりの額

４，０００円

Ｄ ８０，０００円

Ｅ ２００，０００円

Ｆ ７，０００円

ご請求額＝Ｇ＋Ｈ×(1＋消費税率(０．１))＝１０２，０００円

ご請求額：１０２，０００円

　　上記書類作成・提出手数料Ｄ及びＥは、先の出願が１件で実施例や図面を追加する分量
が少ない場合ですが、先の出願が１件でも実施例や図面を大幅に追加する場合や複数件の
先の出願をまとめる場合には、特別手数料として、資料の多寡及び手間ひまに応じて、２０，
０００円～８０，０００円必要です。

弊所が立て替えて特許庁に納
付します。税金はかかりませ
ん。

出願審査請求
料

Ｈ

書類作成・提出手数料(弊所での国内
出願を基礎として優先権を主張する場
合）

弊所にお支払いいただく手数
料です。消費税がかかります。

出願審査請求書作成・提出手数料

　　弊所での１件の国内出願を基礎として優先権を主張し、特別手数料がなく、請求項が３
項、さらに出願審査請求をしない場合

　具体例：

請求項目

　　　　　課税対象額Ｈ＝Ｄ＝８０，０００円

書類作成・提出手数料(他の事務所又
はご自身で出願された国内出願を基
礎として優先権を主張する場合）

　　　　　非課税対象額Ｇ＝Ａ＝１４，０００円

　早期審査をご希望の場合、特許庁に提出する早期審査の事情説明書の作成・提出手数料
は、７，０００円(税別)です。

　出願審査請求後の手続及び費用については、【中間処理１】及び【中間処理２】をご覧くださ
い。

Ｇ

　【先の出願に基づく国内優先権主張出願】（出願後、原則１年以内）

　特許庁に提出する書類は、願書、特許請求の範囲、明細書、要約書、図面又は出願審査
請求書です。

特許権取得のための費用(個人用)
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単　価 備　考
Ａ １４，０００円
Ｂ 基本料 ２，１００円

Ｃ
実用新案登録請求の
範囲の１項当たりの額

１００円

　【実用新案登録出願への出願変更】

請求項目

Ｅ

ご請求額：７６，２００円

　特許庁に提出する書類は、願書、実用新案登録請求の範囲、明細書、要約書及び図面で
す。

　出願後の手続及び費用については、実用新案権取得のための費用（個人用）をご覧くださ
い。

特許権取得のための費用(個人用)

　請求項が３項の場合

　　　　　非課税対象額Ｅ＝Ａ＋（Ｂ＋Ｃ×３）×３＝２１，２００円
　　　　　課税対象額Ｄ＝５０，０００円

ご請求額＝Ｅ＋Ｄ×(1＋消費税率(０．１))＝７６，２００円

５０，０００円
弊所にお支払いいただく手数
料です。消費税がかかります。

書類作成・提出手数料Ｄ

　注意：　書類作成・提出手数料Ｄは、弊所で出願した特許出願を実用新案登録出願に変更
する場合の料金です。他の事務所又はご自身でした特許出願を実用新案登録出願へ変更
する場合の書類作成・提出手数料は、２頁【特許出願時】の書類作成・提出手数料Ｂと同じに
なります。

出願料
弊所が立て替えて特許庁に納
付します。税金はかかりませ
ん。

第１年～第３
年分登録料/
年

　具体例：

　実用新案登録出願では、出願時に第１年～第３年分の登録料を一時に納付しないと、出願
が受け付けてもらえません。
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単　価 備　考
Ａ 出願料 基本料 １４，０００円
Ｂ 基本料 １３８，０００円

Ｃ
特許請求の範囲の請
求項の１項当たりの額

４，０００円

Ｄ ５０，０００円
Ｅ ５０，０００円
Ｆ ７，０００円

　注意：　書類作成・提出手数料Ｄは、弊所で出願した特許出願を分割する場合の料金で
す。他の事務所又はご自身で出願した特許出願を分割出願する場合の書類作成・提出手数
料は、２頁【特許出願時】の書類作成・提出手数料Ｂと同じになります。

　請求項が１項で出願審査請求も合わせてする場合

　　　　　非課税対象額Ｇ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＝１５６，０００円
　　　　　課税対象額Ｈ＝Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＝１０７，０００円

Ｇ
弊所が立て替えて特許庁に納
付します。税金はかかりませ
ん。

出願審査請求
料

Ｈ
書類作成・提出手数料

弊所にお支払いいただく手数
料です。消費税がかかります。

上申書作成手数料
出願審査請求書作成・提出手数料

請求項目

特許権取得のための費用(個人用)

　【分割出願】

　特許庁に提出する書類は、願書、特許請求の範囲、明細書、要約書、図面、上申書又は出
願審査請求書です。

ご請求額＝Ｇ＋Ｈ×（１＋消費税率（０．１））＝２７３，７００円

ご請求額：２７３，７００円

　分割出願の出願審査請求期限は、元の出願の出願日から３年以内又は分割出願の出願
日から３０日以内のいずれか遅い日までとなります。したがって、通常は、分割出願と同日に
当該分割出願の出願審査請求を行います。

　具体例：
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松嶋知的財産事務所 －9－

単　価 備　考
Ａ 基本料 ４，３００円

Ｂ
特許請求の範囲の請
求項の１項当たりの額

３００円

Ｃ 基本料 １０，３００円

Ｄ
特許請求の範囲の請
求項の１項当たりの額

８００円

Ｅ 基本料 ２４，８００円

Ｆ
特許請求の範囲の請
求項の１項当たりの額

１，９００円

Ｇ 基本料 ５９，４００円

Ｈ
特許請求の範囲の請
求項の１項当たりの額

４，６００円

Ｊ ５０，０００円

Ｋ ７，０００円

Ｌ

請求項目

第４年～第６
年分特許料／
年

　なお、所得の少ない個人の場合、最初の３年間分の特許料が免除又は半額に軽減、第４
年分から第１０年分が半額に軽減される制度があります。また、一定の個人事業主の場合、
第１年分から第１０年分が１／３又は半額に軽減される制度があります。

第７年～第９
年分特許料／
年

弊所が立て替えて特許庁に納
付します。税金はかかりませ
ん。

特許権取得のための費用(個人用)

第１年～第３
年分特許料／
年

　　　　　非課税対象額Ｌ＝（Ａ＋Ｂ×３）×３＝１５，６００円
　　　　　課税対象額Ｍ＝Ｊ＋Ｋ＝５７，０００円

ご請求額＝Ｌ＋Ｍ×(１＋消費税率(０．１))＝７８，３００円

ご請求額：７８，３００円

　具体例：

納付手数料及び期限管理料

弊所にお支払いいただく手数
料です。消費税がかかります。

第１０年～第２
５年分特許料
／年

Ｍ
成功謝金

　請求項が３項であり、特許権の設定登録を受けるために特許査定又は特許審決から３０日
以内に第１年～第３年分の特許料を一時に納付する場合

　特許庁に提出する書類は、特許料納付書です。

　【特許料納付時】(特許査定又は特許審決から３０日以内若しくは前年以前)
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